
貴金属製品品位証明手数料 
 

品位証明手数料は、貴金属製品の区分及び依頼個数並びに品目に応じ、次の表に掲げる金額又

は計算式により算出した金額とします。 

（単位：円） 

品目 

 

 

 

 

区分  依頼個数 

指輪、ネックレス、ネクタイ止

め、カフス釦、バッチ、ブロー

チ、イヤリング、メダル、大判、

小判、時計側、その他１個（コ

ンビ製品は２個）の部品で作ら

れているもの 

盃、バックル、眼鏡枠、鎖、猪

口、その他２個（コンビ製品は

３個又は４個）の部品で作られ

ているもの 

茶釜、茶瓶、トロフィ、盾、そ

の他３個以上（コンビ製品は５

個以上）の部品で作られている

もの 

白金製品 

１～１０ ３，４３０ ６，２２０ ９，０９０ 

１１～３０ ３４３×依頼個数 ６２２×依頼個数 ９０９×依頼個数 

３１～６０ 
１０，２９０＋３０９×(依頼個数 

－３０) 

１８，６６０＋５６０×(依頼個数 

－３０) 

２７，２７０＋８１８×(依頼個数 

－３０) 

６１～ 
１９，５６０＋２７４×(依頼個数 

－６０) 

３５，４６０＋４９８×(依頼個数 

－６０) 

５１，８１０＋７２７×(依頼個数 

－６０) 

金製品 

１～１０ １，５００ ２，２８０ ３，４３０ 

１１～３０ １５０×依頼個数 ２２８×依頼個数 ３４３×依頼個数 

３１～６０ 
４，５００＋１３５×(依頼個数 

－３０) 

６，８４０＋２０５×(依頼個数 

－３０) 

１０，２９０＋３０９×(依頼個数 

－３０) 

６１～ 
８，５５０＋１２０×(依頼個数 

－６０) 

１２，９９０＋１８２×(依頼個数 

－６０) 

１９，５６０＋２７４×(依頼個数 

－６０) 

銀製品 

１～１０ ７８０ １，５８０ ２，２８０ 

１１～200 ７８×依頼個数 １５８×依頼個数 ２２８×依頼個数 

201～400 
１５，６００＋７０×(依頼個数 

－２００) 

３１，６００＋１４２×(依頼個数 

—２００) 

４５，６００＋２０５×(依頼個数 

—２００) 

401～ 
２９，６００＋６２×(依頼個数 

－４００) 

６０，０００＋１２６×(依頼個数 

—４００) 

８６，６００＋１８２×(依頼個数 

—４００) 

ｺﾝﾋﾞ製品 

（白金及び金を

接合した製品

をいう。） 

１～１０ ４，３００ ７，３００ １０，７３０ 

１１～３０ ４３０×依頼個数 ７３０×依頼個数 １，０７３×依頼個数 

３１～６０ 
１２，９００＋３８７×(依頼個数 

－３０) 

２１，９００＋６５７×(依頼個数 

－３０) 

３２，１９０＋９６６×(依頼個数 

－３０) 

６１～ 
２４，５１０＋３４４×(依頼個数 

－６０) 

４１，６１０＋５８４×(依頼個数 

－６０) 

６１，１７０＋８５８×(依頼個数 

－６０) 

 

備考 １．上記手数料には、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する消費税に相当する金額及び地方税

法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税に相当する金額を含みます。 
 

２．種類又は品位を異にする貴金属を接合した貴金属製品（コンビ製品を除く。）の場合は、種類又は品位を

異にする部分ごとに、それぞれ上記の区分による製品を 1 個とみなします。 
 

３．品位試験分析手数料（品位試験の結果、不合格となった貴金属製品を返還する場合の手数料をいう。）は、

以上により算出した手数料に 100 分の 80 を乗じて得た額（1 円未満の端数は切り捨てる。）とします。 


